
 ２０１６年規定審議会での審議結果が速報等でMy Rotaryに掲載されてい

ますのでぜひご覧下さい。 

 特に重要な点として、１）人頭分担金が２０１７−１８年度より３年間に渡

り４ドルずつ増額される件、２）クラブ会員資格をシンプルにしクラブ独自

の会員を選ぶ裁量が認められる件、３）クラブ例会と会員身分についてもク

ラブにより多くの裁量を与える件等の立法案が承認されたようです。詳細は

後日“My Rotary”や“ロータリーの友”に掲載されると思いますし、地区

研修協議会で村井規定審議会地区代表議員よりご報告が有ると伺っています。

クラブでも協議し、今後の成り行きに注目して下さい。（ガバナー：鈴木唯司） 


